
建 設 省 厚 第 ７ ９ 号

昭和 年 月 日41 12 23

最終改正 平成 年３月 日 国 地 契 第 ５ ８ 号21 27

工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領

（目的）

第１ 工事請負業者選定事務処理要領（昭和 年 月 日建設省厚第 号。以下41 12 23 76
「選定要領」という ）第２第２号の総合点数の算定については、この要領の定め。

るところによるものとする。

（総合点数）

第２ 選定要領第２第２号の総合点数は 同号イの客観的事項 共通事項 以下 客、 （ ）（ 「

観的事項（共通事項 」という ）について算定した点数（以下「経営事項評価（共） 。

通）点数」という ）に同号ロの主観的事項（特別事項 （以下「主観的事項（特別。 ）

）」 。） （ 「 （ ） 」 。）事項 という について算定した点数 以下 技術評価 特別 点数 という

を加えて算定するものとする。

（経営事項評価（共通）点数）

第３ 経営事項評価（共通）点数は、次の各号に定めるところにより算定するものと

する。

（ 「 」 。）一 選定要領第２第２号イの(イ)に掲げる項目 以下 年間平均完成工事高 という

の点数は、年間平均完成工事高の金額に応じ、別表１の点数の欄に掲げる点数とす

る。

二 選定要領第２第２号イの（ロ）及び（ハ）に掲げる項目の点数は、希望工事種別

に対応する建設工事の種類に係る数値のうち最も大きなもの数値（鋼橋上部工事に

おいては鋼構造物工事に係る数値、プレストレスト・コンクリート工事においては

土木一式工事に係る数値、法面処理工事においてはとび・土工・コンクリート工事

に係る数値を除く ）のうち最も大きなものを点数とする。この場合において、建。

設工事の種類に係る数値とは、建設業法第 条の 第３項の経営事項審査の項目27 23
及び基準を定める件（平成20年国土交通省告示第85号。以下「告示」という ）第。

一第三号に規定する項目（同号中「審査基準日」とあるのを「選定要領第２第２号

イの(ロ)に規定する客観的事項の審査基準日」と読み替えたものをいう ）につい。

て、告示第二第三号及び附則の審査の基準により審査して得られた告示別表第四及

び別表第五の区分（選定要領第２第１号に規定する清掃作業参加者等（以下「清掃

作業参加者等」という ）については、これに準ずる方法により得られた区分）に。

応じて、それぞれ別表２及び別表３の点数の欄に掲げる点数を算出し、算出された

別表２の点数に を乗じたもの及び算出された別表３の点数に を乗じたもの0.8 0.2



を合計した点数をいう。

三 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目の点数は、告示第二第一号の２若し

くは３、第２号又は第４号の審査の基準（告示第一の三の１中「審査基準日」とあ

るのを「選定要領第２第２号イの(ロ)に規定する客観的事項の審査基準日」と読み

替えたものをいう ）により審査して得られた区分又は数値（清掃作業参加者等に。

ついては、これに準ずる方法により得られた区分又は数値）から、それぞれ次のイ

からハまでに定めるところにより求めた点数とする。

イ 選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目のうち自己資本額及び平均利益額の

点数は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところにより算出した自己資本額の点数及び

平均利益額の点数を合計した点数を２で除した点数とする。

(ｲ) 自己資本額の点数は、告示別表第二の(１)から( )までの区分に応じ、別47
表４の点数の欄に掲げる点数とする。

(ﾛ) 平均利益額の点数は、告示別表第三の(１)から( )までの区分に応じ、別37
表５の点数の欄に掲げる点数とする。

ロ 選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目のうち経営状況の点数は、告示第二

第二号に定めるところにより算出した数値（小数点以下第３位を四捨五入した数

値）から、次の算式によって算定した点数（小数点以下第１位を四捨五入した点

数）とする。ただし、当該点数が０に満たない場合は０点とする。

算 式

167.3 583×Ｘ＋

Ｘ：告示第二第二号に定めるところにより算出した数値

ハ 選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目のうちイ及びロに掲げる項目以外の

項目（社会性等）の点数は、次の(イ)から(ト)までに定めるところにより算出し

た労働福祉の状況の点数、営業年数の点数、防災協定締結の有無の点数、法令遵

守の状況の点数、監査の受審状況の点数、公認会計士等の点数並びに研究開発の

状況の点数を合計した点数に を乗じた点数とする。10
(ｲ) 労働福祉の状況の点数は、次の算式によって算出した点数とする。

算 式

X1 15 X2 30× － ×

この式において 、 は、それぞれ次の値を表すものとする。X1 X2
選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目のうち告示第一第四号のX1

１の(３)から(５)までの各項目について加入又は導入をしているとさ

れたものの数

選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目のうち告示第一第四号のX2
１の(１)及び(２)の各項目について加入をしていないとされたものの

数

(ﾛ) 営業年数の点数は、告示別表第六の(１)から( )までの 区分に応じ、別表６31



の点数の欄に掲げる点数とする。

、 （ ） （ ） 、(ﾊ) 防災協定締結の有無の点数は 告示別表第七の １ 又は ２ の区分に応じ

別表７の点数の欄に掲げる点数とする。

、 （ ） （ ） 、(ﾆ) 法令遵守の状況の点数は 告示別表第八の １ から ３ までの区分に応じ

別表８の点数の欄に掲げる点数とする。

） 、 （ ） （ ） 、(ﾎ 監査の受審状況の点数は 告示別表第九の １ から ４ までの区分に応じ

別表９の点数の欄に掲げる点数とする。

(ﾍ） 公認会計士等の点数は、告示別表第十の（１）から（６）までの区分に応じ、

別表 の点数の欄に掲げる点数とする。10
研究開発の状況の点数は、告示別表第十一の（１）から（ ）までの区分に応(ﾄ） 26

じ、別表 の点数の欄に掲げる点数とする。11

四 経営事項評価（共通）点数は、次の算式によって計算した値（小数点以下第１位

を四捨五入した値）とする。

算 式

×Ａ＋ ×Ｂ＋ ×Ｃ＋ ×Ｄ＋ ×Ｅ0.25 0.25 0.15 0.20 0.15

この式においてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ａ 第１号の規定による点数

Ｂ 第２号の規定による点数

Ｃ 前号イの規定による点数

Ｄ 前号ロの規定による点数

Ｅ 前号ハの規定による点数

（技術評価（特別）点数）

12第４ 技術評価 特別 点数は 次の各号に定める点数を合計した点数に対し 別表（ ） 、 、

の換算係数の欄に掲げる数値を乗じた点数（小数点以下は切り上げ ）とする。。

一 選定要領第２第２号ロに規定する主観的事項の審査基準日（以下「主観的事項

の審査基準日」という ）の前日までの４年間に完成した工事（地方整備局又は。

官庁営繕部が発注した工事で希望工事種別に属する工事に限る。以下「地整等工

13 30 92事」という ）ごとに、請負工事成績評定要領（平成 年３月 日国官技第。

54 22 13号）第５、官庁営繕部請負工事成績評定要領昭和 年６月 日建設省営監第

号）第５及び請負工事成績評定要領の改訂について（平成 年３月 日国港建13 30
第 号）第５の工事成績評定表による評定点合計から 点（港湾空港関係事110 65

13 70務に関することについて、平成 年４月より前に発注した工事については、

点）を控除した点数（当該工事の成績評定を行っていないときは、 点とする。0
以下「成績評点」という ）に、当該工事の技術的難易度係数（請負工事成績評。

定要領第５の技術的難易度評価表による技術的難易度評価に基づき付した か1.0



ら までの値をいう。以下同じ 、工事の請負金額を 万円で除した数値の2.0 100。）

常用対数、当該工事を発注した地方整備局又は官庁営繕部の別、当該工事の請負

「 」 （ 「 」 。）、金額に応じ別表 の 部局係数 の欄に掲げる数値 以下 部局係数 という13
調整係数（調査基準価格を下回る価格で契約した工事であって工事成績評定表に

、 、 、よる評定点合計が 点未満のものについては これ以外の工事については65 2.0
とする。以下同じ ）及び実績工事の区分に応じ別表 の「直近係数」の欄1.0 14。

に掲げる数値（以下「直近係数」という ）を乗じた点数を算出し、すべての地。

整等工事に係る当該点数を合計した点数 ただし 技術提案を受け付けた工事 契。 、 （

約後ＶＥ方式によるものを除く ）については、工事ごとに工事成績評定表によ。

る評定点合計から 点を控除した点数（技術提案を受け付けたが落札しなかっ65
1.0 100た工事については 点 に 当該工事の技術的難易度係数 工事の請負金額を） 、 、

万円で除した数値の常用対数、部局係数、得点率（加算点（評価に応じて与えら

れる得点をいう ）を加算点の満点で除したもの ）に を加えた数値、調整係。 。 1.0
数及び直近係数を乗じた点数を当該工事の点数とする。

二 主観的事項の審査基準日の前日までの２年間に完成した工事（都府県（沖縄県

を除く。以下同じ ）が発注した工事で希望工事種別に属する工事に限る。以下。

「都府県工事」という ）ごとに、工事成績評点表による評定点合計から都府県。

ごとに算出された平均点を控除した点数（負の値となる場合は０点とする ）に。

工事の請負金額を 万円で除した数値の常用対数、部局係数、調整係数及び直100
近係数を乗じた点数を算出し、すべての都府県工事に係る当該点数を合計した点

数。

２ 前項第一号の成績評点が負の値になる場合は、技術的難易度係数を逆数にして当

該工事の点数を計算する。

３ 入札を辞退した工事、契約担当官等から入札を無効とされた工事及び入札価格が

予定価格を超過した工事については、第１項第一号の規定の適用においては、点数

の算出対象としないものとする。

（共同企業体の特例）

第５ 共同企業体の経営事項評価点数及び技術評価点数の算定方法に関する特例につ

、 （ ）いては 共同企業体の資格審査要領 昭和 年 月 日付け建設省発計第 号37 11 27 79
及び次項から第 項までに定めるところによるものとする。7

２ 選定要領第２第２号イの（イ）に掲げる項目の点数は、各構成員ごとに算出した

年間平均完成工事高の和に基づいて第３第１号の規定により算出した点数とする。

３ 選定要領第２第２号イの（ロ）及び（ハ）に掲げる項目の点数は、各構成員ごと

に算出した技術職員の和及び種類別年間平均元請完成工事高の和に基づいて第３第

２号の規定によりそれぞれ点数を算出し、技術職員の点数について を乗じたも0.8
の及び種類別年間平均元請完成工事高の点数について を乗じたものを合計した0.2
点数とする。

４ 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目のうち自己資本額及び平均利益額の



点数は、各構成員ごとに算出した自己資本額の和及び平均利益額の和に基づいて第

３第３号イの規定によりそれぞれ算出した点数を合計した点数を２で除した点数と

する。

５ 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目のうち経営状況の点数は、各構成員

ごとに第３第１項第３号ロの規定により算出した点数の和を全構成員の数で除して

得た点数（小数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。

６ 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目のうち社会性等の点数は、各構成員

ごとに第３第３号ハの規定により算出した点数の和を全構成員の数で除して得た点

数（小数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。

７ 選定要領第２第２号ロに掲げる項目の点数は、各構成員ごとに第４の規定により

算定した点数の和を全構成員の数で除して得た点数（小数点以下第１位を四捨五入

した点数）とする。

（協業組合の特例）

（ 。 。）第６ 協業組合 選定要領第５第２項第６号に規定する協業組合をいう 以下同じ

の経営事項評価点数及び技術評価点数の算定方法に関する特例については、建設業

53 10 31 70における協業組合の取扱いについて（昭和 年 月 日付け建設省計振発第

号）並びに次項及び第３項に定めるところによるものとする。

２ その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が 箇月以上の協業組24
合であつて前回の主観的事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入があつたもの

（以下「新規組合員加入組合」という ）については、選定要領第２第２号ロに掲。

げる項目の点数の算定に当たり、新規加入の組合員の完成工事を新規組合員加入組

合の完成工事とみなすものとする。

３ その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が 箇月に満たない協24
業組合であつて主観的事項の審査基準日の前日までの４年間において工事を完成し

た組合員があるものについては、選定要領第２第２号ロに掲げる項目の点数は、組

合及び当該組合員ごとに第４の規定により算定した点数の和を当該組合員の数に１

を加えた数（組合に主観的事項の審査基準日の前日までの４年間に完成した工事が

ないときは、当該組合員の数）で除して得た点数（小数点以下第１位を四捨五入し

た点数）とする。

（企業組合の特例）

第７ 企業組合（選定要領第５第２項第６号に規定する企業組合をいう ）の経営事。

項評価点数及び技術評価点数は、協業組合の経営事項評価点数及び技術評価点数の

算定方法に準じて算定するものとする。

附 則

この要領は、昭和 年 月 日から適用する。41 12 23
沿 革

１ 昭和 年３月 日一部改正42 30
２ 昭和 年 月 日一部改正44 12 15



３ 昭和 年２月２日一部改正48
４ 昭和 年 月 日一部改正48 11 27
５ 昭和 年 月 日一部改正48 11 27
６ 昭和 年 月１日一部改正51 12
７ 昭和 年 月 日一部改正53 11 10
８ 昭和 年 月 日一部改正55 10 11
９ 昭和 年 月２日一部改正63 12

平成５年３月１日一部改正10
平成６年 月 日一部改正11 11 14
平成９年８月８日一部改正12
平成 年 月 日一部改正13 10 11 30
平成 年３月 日一部改正14 13 30
平成 年３月 日一部改正15 15 31
平成 年３月 日一部改正16 17 22
平成 年３月 日一部改正17 19 29
平成 年３月 日一部改正18 21 27
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